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第１編　犯罪の動向

１　刑法犯

　⑴　主な統計データ

　　　平成18年の刑法犯の主な統計データは，次のとおりである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （前年比）

　　①　認知件数

　　　　　刑法犯 2,877,027件 （248,189件減） （－7.9％）

　　　　　うち一般刑法犯 2,051,229件 （218,343件減） （－9.6％）

　　　　　うち窃盗を除く一般刑法犯 516,701件 （27,799件減） （－5.1％）

　　②　検挙件数

　　　　　刑法犯 1,466,834件 （38,592件減） （－2.6％）

　　　　　うち一般刑法犯 　641,036件 （8,746件減） （－1.3％）

　　　　　うち窃盗を除く一般刑法犯 224,755件 （4,011件増） （＋1.8％）

　　③　検挙人員

　　　　　刑法犯 1,241,358人 （37,121人減） （－2.9％）

　　　　　うち一般刑法犯 384,630人  （2,604人減）  （－0.7％）

　　　　　うち窃盗を除く一般刑法犯 196,976人 （3,861人増）  （＋2.0％）

　　④　発生率

　　　　　刑法犯  2,251.7 （194.3ポイント低下）

　　　　　一般刑法犯 1,605.4  （170.9ポイント低下）

　　　　　窃盗を除く一般刑法犯  404.4 （21.8ポイント低下） 

　　⑤　検挙率

　　　　　刑法犯　　  51.0％ （2.8ポイント上昇）

　　　　　一般刑法犯 31.3％ （2.6ポイント上昇）

　　　　　窃盗を除く一般刑法犯   43.5％ （3.0ポイント上昇）

　　　　　　　　　　　　　　　（警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。）　

注　１　「一般刑法犯」とは，刑法犯全体から「交通関係業過」を除いたものをいう。
　　２  「交通関係業過」とは，「業過」のうち道路上の交通事故に係るものをいう。
　　３　「業過」とは，業務上過失致死傷及び重過失致死傷をいう。
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　刑法犯の認知件数は，平成14年に戦後最多の369万3,928件を記録したが，15年に減少に

転じ，18年も前年より減少となった。認知件数は，戦後を通じて見れば，なお相当高い水

準にある。

　例年刑法犯の認知件数の約６割を占めてきた窃盗が，平成15年以降４年連続で減少し，

これが刑法犯全体の認知件数を減少させた要因となっている。窃盗を除く一般刑法犯の認

知件数は，16年まで増加を続けていたが，17年には減少に転じ，18年も引き続き減少して

いる。

　　　（昭和21年～平成18年）　
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　刑法犯の発生率（人口10万人当たりの認知件数の比率）の動向は，認知件数とほぼ同様

である。平成14年には戦後最高の2,897.5を記録したが，翌15年に低下に転じ，18年は2,251.7

（前年比194.3ポイント低下）となった。

　罪名別構成比を見ると，窃盗が半数以上を占め，次いで，交通関係業過の順であった。

罪 名 認知件数 発生率 検挙件数 検挙人員 検挙率
前 年 差

認知件数 発生率 検挙件数 検挙人員 検挙率
総 数 ２，８７７，０２７２，２５１．７ １，４６６，８３４ １，２４１，３５８ ５１．０△ ２４８，１８９ （△ ７．９）△ １９４．３ △ ３８，５９２ （△ ２．６）△ ３７，１２１ （△ ２．９） ２．８

殺 人 １，３０９ １．０ １，２６７ １，２４１ ９６．８ △ ８３ （△ ６．０） △ ０．１ △ ７８ （△ ５．８） △ ９７ （△ ７．２） ０．２
強 盗 ５，１０８ ４．０ ３，０６１ ３，３３５ ５９．９ △ ８８０（△ １４．７） △ ０．７ △ ２０８ （△ ６．４） △ ５０９（△ １３．２） ５．３

傷 害 ３３，９８７ ２６．６ ２３，３３１ ２７，０７５ ６８．６ △ ４９７ （△ １．４） △ ０．４ ２７ （０．１） △ ５５ （△ ０．２） １．１
暴 行 ３１，００２ ２４．３ １９，４０５ １９，８０２ ６２．６ ５，１８７ （２０．１） ４．１ ５，７０２ （４１．６） ５，８３２ （４１．７） ９．５
脅 迫 ２，６５８ ２．１ １，８１２ １，６９３ ６８．２ １７９ （７．２） ０．１ １７４ （１０．６） １７１ （１１．２） ２．１
恐 喝 ８，６３６ ６．８ ４，８４１ ５，７８０ ５６．１ △ ２，３４２（△ ２１．３） △ １．８ △ ５３５（△ １０．０） △ ６５９（△ １０．２） ７．１
凶器準備集合 ２０ ０．０ ２０ １５５ １００．０ ４ （２５．０） ０．０ ４ （２５．０） ６０ （６３．２） ０．０

窃 盗 １，５３４，５２８１，２０１．０ ４１６，２８１ １８７，６５４ ２７．１△ １９０，５４４（△ １１．０）△ １４９．１ △ １２，７５７ （△ ３．０） △ ６，４６５ （△ ３．３） ２．３
詐 欺 ７４，６３２ ５８．４ ３０，１２７ １２，４０６ ４０．４ △ １０，９６４（△ １２．８） △ ８．６ ７４３ （２．５） ７５８ （６．５） ６．０
横 領 ９５，８４４ ７５．０ ９０，５５７ ９０，６９６ ９４．５ △ ２，０２３ （△ ２．１） △ １．６ △ １，７９３ （△ １．９） △ １，７２１ （△ １．９） ０．１
背 任 ６１ ０．０ ３７ ５４ ６０．７ ２７ （７９．４） ０．０ １０ （３７．０） ２３ （７４．２）△ １８．８
盗品譲受け等 ５，１３４ ４．０ ４，８６６ ４，４９５ ９４．８ △ ２６９ （△ ５．０） △ ０．２ △ ３３２ （△ ６．４） △ ３９４ （△ ８．１）△ １．４

強 姦 １，９４８ １．５ １，４６０ １，０５８ ７４．９ △ １２８ （△ ６．２） △ ０．１ １７ （１．２） △ １６ （△ １．５） ５．４
強制わいせつ ８，３２６ ６．５ ３，７７９ ２，２５４ ４５．４ △ ４２５ （△ ４．９） △ ０．３ △ １８ （△ ０．５） △ ３２ （△ １．４） ２．０
公然わいせつ ２，６０２ ２．０ １，９９９ １，７１５ ７６．８ １８２ （７．５） ０．１ ２５８ （１４．８） ２１３ （１４．２） ４．９
わいせつ物頒布等 ７９５ ０．６ ７７０ ９１３ ９６．９ １０２ （１４．７） ０．１ ９９ （１４．８） ９９ （１２．２） ０．０

放 火 １，７５９ １．４ １，３３７ ８２５ ７６．０ △ １４５ （△ ７．６） △ ０．１ △ ２４ （△ １．８） ３４ （４．３） ４．５
失 火 ２８４ ０．２ １０４ ９２ ３６．６ △ ５５（△ １６．２） △ ０．０ △ １４（△ １１．９） △ ４ （△ ４．２） １．８

贈 収 賄 １４３ ０．１ １３５ １６８ ９４．４ ４１ （４０．２） ０．０ ３１ （２９．８） △ ４９（△ ２２．６）△ ７．６
略取誘拐・人身売買 １９９ ０．２ １８０ １６７ ９０．５ △ ７８（△ ２８．２） △ ０．１ △ ２４（△ １１．８） △ ９ （△ ５．１） １６．８
公務執行妨害 ３，５７６ ２．８ ３，４０２ ３，１１８ ９５．１ ２４９ （７．５） ０．２ ２１４ （６．７） ２５０ （８．７）△ ０．７
住 居 侵 入 ３１，０３０ ２４．３ ９，２１１ ６，２０９ ２９．７ △ ３，４８８（△ １０．１） △ ２．７ ２５０ （２．８） １０２ （１．７） ３．７
器 物 損 壊 １９４，８２４ １５２．５ １３，８１６ ６，５５１ ７．１ △ １０，４８８ （△ ５．１） △ ８．２ ９３２ （７．２） １８９ （３．０） ０．８
偽 造 ７，０１０ ５．５ ５，４３３ １，８４７ ７７．５ △ ２，４００（△ ２５．５） △ １．９ △ １，７４２（△ ２４．３） △ １８６ （△ ９．１） １．３
賭博・富くじ ２１０ ０．２ ２０５ １，３８０ ９７．６ △ １１ （△ ５．０） △ ０．０ △ ８ （△ ３．８） △ ３９１（△ ２２．１） １．２

暴力行為等処罰法
（ ２ 条 ・ ３ 条 ） １５６ ０．１ １４７ ２２４ ９４．２ △ ４３（△ ２１．６） △ ０．０ △ ２６（△ １５．０） △ １６ （△ ６．７） ７．３

危険運転致死傷 ３７９ ０．３ ３７９ ３８０ １００．０ １００ （３５．８） ０．１ １００ （３５．８） １０１ （３６．２） ０．０

交通関係業過 ８２５，７９８ ６４６．３ ８２５，７９８ ８５６，７２８ １００．０ △ ２９，８４６ （△ ３．５）△ ２３．４ △ ２９，８４６ （△ ３．５）△ ３４，５１７ （△ ３．９） ０．０

そ の 他 ５，０６９ ４．０ ３，０７４ ３，３４３ ６０．６ ４４９ （９．７） ０．４ ２５２ （８．９） １６７ （５．３）△ ０．４

（平成18年）

注 １ 警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
２ 「横領」は，遺失物等横領を含む。
３ 「略取誘拐・人身売買」の「人身売買」は，平成１７年から計上している。
４ （ ）内は，増減率である。

刑法犯の主要罪名別認知件数・発生率・検挙件数・検挙人員・検挙率
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　刑法犯の検挙人員は，平成11年以降16年まで毎年戦後最多を更新してきたが，17年に減

少に転じ，18年は前年より３万7,121人（2.9％）減少した。罪名別では，交通関係業過が

69.0％を占め，次いで，窃盗の順であった。

　一般刑法犯検挙人員の年齢層別構成比の推移を見ると，60歳以上の者の比率は，昭和52

年には2.9％であったが，平成18年には17.5％に上昇した。また，同年は，65歳以上の者が

12.1％を占めている。

　検挙率は，平成13年には，刑法犯全体で38.8％，一般刑法犯で19.8％と戦後最低を記録

したが，翌14年以降回復の兆しを見せ，18年には，刑法犯全体で51.0％（前年比2.8ポイン

ト上昇），一般刑法犯で31.3％（同2.6ポイント上昇）となった。

　⑵　窃盗を除く一般刑法犯

　　　窃盗を除く一般刑法犯の認知件数は，平成12年以降急増し，16年に58万1,463件と

（昭和52年～平成18年）
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戦後最多を記録したが，17年に減少に転じ，18年も前年より２万7,799件（5.1％）減

少した。検挙件数は，18年は22万4,755件（前年比4,011件（1.8％）増），検挙人員は，

19万6,976人（同3,861人（2.0％）増）となった。

　　　検挙率は，最近急激に低下し，平成16年に37.8％と戦後最低を記録したが，17年に

は40.5％，18年には43.5％と２年連続でやや回復した。

　　　主要罪名別認知件数及び検挙率の推移を見ると，殺人の認知件数は，おおむね横ば

い傾向にある。検挙率は，安定して高い水準を維持している。

　　　強盗の認知件数は，平成15年には昭和20年代後半以降で最多の7,664件を記録した

が，平成16年以降３年連続で減少し，18年は5,108件（前年比880件（14.7％）減）であっ

た。検挙率は，前年に引き続きやや回復した（同5.3ポイント上昇）。

　　　詐欺の認知件数は，平成14年以降年々大幅に増加し，17年は昭和35年以降で最多を

記録した後，平成18年は前年より減少した（前年比１万964件（12.8％）減）。他方，

検挙率は低下し続けていたが，18年は前年に引き続きやや回復した（前年比6.0ポイ

ント上昇）。

　　　近時の詐欺の急増要因の一つは，振り込め詐欺（オレオレ詐欺・恐喝，架空請求詐

欺・恐喝及び融資保証金詐欺の総称）の急増である。振り込め詐欺・恐喝の認知件数

を手口別に見ると，オレオレ詐欺・恐喝は，会社でのトラブル・横領金等の補てん金

名目が2,885件と最も多く，次いで，サラ金等借金返済名目（1,845件）の順であり，

架空請求詐欺・恐喝は，有料サイト利用料金名目が1,787件と最も多く，次いで，借金

返済・債権回収名目（648件）の順であった。

　　　強姦の認知件数は，平成８年までおおむね横ばいで推移していたところ，９年以降

増加に転じ，15年には最近20年間で最多（2,472件）となったが，16年以降３年連続

して減少した。検挙率は，10年以降低下し，14年には62.3％と戦後最低を記録したが，

翌15年以降は上昇傾向に転じ，18年は74.9％（前年比5.4ポイント上昇）であった。

　　　強制わいせつの認知件数は，平成11年以降急増し，15年に戦後最多（１万29件）となっ

た後，16年から３年連続して減少した（18年は前年比425件（4.9％）減）が，なお高

水準にある。検挙率は，11年以降急低下し，14年には35.5％と戦後最低を記録したが，

翌15年以降は上昇傾向に転じ，18年は45.4％（同2.0ポイント上昇）となった。

　　　器物損壊の認知件数は，平成11年まで漸増傾向にあったところ，12年から大幅に増

加して，15年には23万743件に達した。翌年からは減少に転じ，18年には19万4,824件（前

年比１万488件（5.1％）減）となったものの，依然として高い水準にある。検挙率は

15年までおおむね低下傾向が続き，その後若干回復しているものの，18年においても
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7.1％と低い。

　　　平成18年における組織的犯罪処罰法違反の検察庁新規受理人員は，573人であった。

　⑶　窃盗

　　　窃盗の認知件数は，平成10年以降，毎年大幅に増加し，14年には237万7,488件と戦

後最多を記録したが，その後減少に転じ，18年は，14年と比べ，84万2,960件（35.5％）

の減少となった。18年の検挙件数は，41万6,281件（前年比１万2,757件（3.0％）減），

同検挙人員は18万7,654人（同6,465人（3.3％）減）であった。

　　　検挙率も回復しつつあり，平成18年は27.1％で，戦後最低であった13年と比べ，

11.4ポイントの上昇となった。

２　特別法犯

　⑴　主な統計データ

　　　平成18年の特別法犯（条例違反を含む。以下同じ。）の検察庁新規受理人員は，82

万8,809人（前年比4.1％減）であった。罪名別では，道路交通法違反が70万1,360人

（84.6％）と最も多く，次いで，覚せい剤取締法違反２万144人（2.4％），軽犯罪法違

反１万4,820人（1.8％），出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）違反

１万1,552人（1.4％），自動車の保管場所の確保等に関する法律（以下「保管場所法」

という。）違反9,514人（1.1％）の順であった。

　　　平成18年の道交違反（道路交通法違反及び保管場所法違反をいう。以下同じ。）を

除く特別法犯の検察庁新規受理人員は，11万7,935人（前年比1.9％増）であった。こ

れを罪種別に見ると，薬物関係23.8％，保安関係18.7％，条例違反10.7％，外事関係9.8％，

風俗関係7.3％，環境関係7.1％であった。

　⑵　主な特別法犯

　　　平成18年においては，17年にやや減少した軽犯罪法違反の検察庁新規受理人員が再

び急増し，近年増加傾向にあった廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反及び風俗営

業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反の検察庁新規受理人員も，引き続き

増加した。

　　　児童買春，児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律（以下「児

童買春・児童ポルノ禁止法」という。）及び青少年保護育成条例の各違反の検察庁新

規受理人員は，近年いずれも増加傾向にあり，児童買春・児童ポルノ禁止法違反は，

平成18年には11年の同法律施行以降最多（1,792人）となった。

　　　ストーカー行為等の規制等に関する法律及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の
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保護に関する法律の各違反の検察庁新規受理人員は，それぞれ平成12年及び13年の施

行以降増加を続けていたが，18年においては，いずれも前年より若干減少し，181人（前

年比8.1％減）及び58人（同21.6％減）であった。

　　　平成18年の公職選挙法違反の検察庁新規受理人員は，711人であった。

　　　最近の立法に係る平成18年の検察庁新規受理人員は，特殊開錠用具の所持の禁止

等に関する法律違反663人，金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の

不正な利用の防止に関する法律違反221人，携帯音声通信事業者による契約者等の本

人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律違反51人，インター

ネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律違反27人で

あった。

３　各種の犯罪

　⑴　交通犯罪

　　　交通事故の発生件数及び負傷者数は，平成12年以降ほぼ横ばいのまま高水準で推移

していたが，17年と18年は連続して前年より減少した。一方，死亡者数は，５年以降

減少傾向にあり，17年には昭和31年以来49年振りに7,000人を下回り，平成18年は更

に減少した。

　　　平成18年の危険運転致死傷の検挙人員は，380人（前年比36.2％増）であり，同じ

く交通関係業過の検挙人員は，85万6,728人（同3.9％減）であった。このうち，18年
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の致死事件の検挙人員は，危険運転致死60人（前年比15.4％増），業務上過失致死5,458

人（同6.1％減），過失致死（重過失致死を含む。）39人（同41.8％減）であった。

　　　平成12年以降急増したひき逃げ事件の発生件数は，18年は１万8,366件と，前年よ

り1,294件（6.6％）減少したものの，依然，相当高い水準で推移している。

　　　道交違反の取締件数の総数は，交通反則通告制度に基づき反則事件として告知され

た件数と非反則事件として検察庁に送致された件数とを合わせ，近年は800万件台で

推移しており，平成18年は858万7,556件（前年比4.1％減）であった｡ 送致件数を違反

態様別に見ると，速度超過が最も多く，次いで，酒気帯び・酒酔い運転，無免許運転

の順であった。

　⑵　財政経済犯罪

　　　平成18年の財政犯罪の検察庁新規受理人員は，法人税法違反225人，地方税法違反

155人，所得税法違反82人，消費税法違反32人，相続税法違反５人であり，法人税法違反，

相続税法違反が増加に転じた。

　　　平成18年の経済犯罪の検察庁新規受理人員は，商法・会社法違反69人，証券取引法

違反56人，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反33人であった。

　　　平成18年の金融犯罪の検察庁新規受理人員は，出資の受入れ，預り金及び金利等の

取締りに関する法律違反796人，貸金業の規制等に関する法律違反388人であり，いず

れも15年をピークに２年連続で減少していたが，出資の受入れ，預り金及び金利等の

取締りに関する法律違反は，18年は前年よりも若干増加した。

　⑶　ハイテク犯罪

　　　ハイテク犯罪のうち，インターネットを利用した詐欺，児童買春事案等のコンピュー

タ・ネットワークを利用した犯罪の検挙件数は，最近５年間一貫して増加しており，

平成18年は3,593件（前年比約28％増）となった。罪名別では，詐欺（1,597件）が最

も多く，そのうち約83％がインターネット・オークションに係るものであった。次い

で，児童買春・児童ポルノ禁止法違反が多く（714件），前年の約1.5倍となったほか，

商標法違反が前年の２倍（218件）となった。18年の不正アクセス行為の禁止等に関

する法律違反の検挙件数は，703件と前年の2.5倍以上に増加し，同法律施行後最多で

あった。

４　諸外国の犯罪動向との対比

　　フランス，ドイツ，英国及び米国と我が国における2005年の主要な犯罪の動向につい

て対比すると，５か国すべてで，前年より，認知件数は減少し，発生率も低下している。
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また，検挙率は，フランス，ドイツ，英国及び我が国においては，前年を上回っている。

　　正確な相互比較は困難であるが，各国の主要な犯罪の統計数値を見る限り，我が国の

主要な犯罪の認知件数及び発生率は，過去10年間ともほかの４か国を下回っている。

５　国外における日本人の犯罪と犯罪被害

　　平成18年に日本人が国外において犯した犯罪は，529件（前年比2.7％増），604人（同1.0％

増）であり，犯罪類型別では，「外国為替・関税関係法令違反」が16.1％（85件）で最

も多い。

　　平成18年に日本人が国外において受けた犯罪被害は，6,186件（前年比2.6％減），6,792

人（同3.9％減）であった。その大半は窃盗で，総件数の81.1％（5,014件）を占めている。

また，国外の犯罪被害による日本人の死亡者は，11人（前年比13人減）であった。

 


